
小・中学校の転入学手続き 
 

 

 

１ 日向市内で転居（同じ学校区内での転居を除く）した場合  

 

①日向市役所の市民課、または各支所、東郷町地域自治センターで住民異動届を出す。 

②転学通知書と転入学通知書を受け取る。 

③転学通知書を転出する学校に提出する。 

④学校から転学書類を受け取る。 

⑤転入学通知書と転学書類を転入する学校へ提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 日向市内で転居（同じ学校区内での転居）した場合  

 

①日向市役所の市民課、または各支所、東郷町地域自治センターで住民異動届を出す。 

 

※上記１の②～⑤の手順はありません。代わりに日向市役所（教育委員会）から学校

へ住所変更の通知を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日向市役所 

転出する学校 保護者 転入する学校 

② ① 

③ 

④ ⑤ 


